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周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等 

指定管理者募集要項 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び周防大島町公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例（以下「指定手続条例」という。）（平成１７  

年条例第２０号）及び周防大島町公の施設における指定管理者の指定手続等に

関する条例施行規則（以下「施行規則」という。）（平成１７年規則第１７号）

に基づき、公の施設である周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等（以下「ス

ポーツ施設」という。）の一体的な管理運営を指定管理者に行わせるため、下記

のとおり指定管理者の募集を公募により行います。 

 

記 

 

１ 施設の概要 

 （１）周防大島町長浦スポーツ海浜スクエア 

施 設 の 名 称 周防大島町長浦スポーツ海浜スクエア 

施設の所在地 周防大島町大字椋野字尾泊１５０番地 

施設の設置目的 本町の豊かな自然と恵まれた環境を生かし、スポーツと

野外活動及び健全な保養の場を町内外の人々に提供する

とともに、さまざまな地域との交流を図り、もって地域振

興に寄与することを目的とする。 

建物の構造等 建築年月日： 平成５年４月 

敷 地 面 積：  １１ha 

主 要 施 設：テニス施設、多目的グラウンド施設、ゲート

ボール施設、壁打ちテニス施設、アドベンチ

ャートレイル施設 

     （※詳細は別紙１周防大島町ながうらスポーツ

滞在型施設等指定管理者業務仕様書のとお

り） 

施設平面図等：別紙２ 

 

（２）周防大島町グリーンステイながうら 

施 設 の 名 称 周防大島町グリーンステイながうら 

施設の所在地 周防大島町大字椋野字神泊１１４４番地１ 

施設の設置目的 本町の豊かな自然と恵まれた環境を生かし、スポーツと

野外活動及び健全な保養の場を町内外の人々に提供する

とともに、さまざまな地域との交流を図り、もって地域振

興に寄与することを目的とする。 

建物の構造等 建築年月日： 平成９年４月 

敷 地 面 積：   ９ha 
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主 要 施 設：屋内多目的運動施設、芝広場、マウンテンバ

イク施設、ローラースケート施設、交流館ロ

グハウス棟宿泊施設、センターハウス棟宿泊

施設、ビジターセンター研修施設、ビジター

センター交流談話室、潮風呂保養館、トレー

ラーハウス棟宿泊施設 

     （※詳細は別紙１周防大島町ながうらスポーツ

滞在型施設等指定管理者業務仕様書のとお

り） 

施設平面図等：別紙２ 

 

２ 申請の資格（指定手続条例第２条第５号及び施行規則第３条並びに第４条

第２項） 

(1) 応募資格 

   法人その他の団体（以下「団体」という。）とします。 

 

(2) 共同して行う申請 

  複数の団体で共同して申請する場合には、複数の団体が共同して構成す

る団体（以下「共同企業体」という。）として組織し、代表となる団体によ

り申請してください。なお、共同企業体の構成団体となった場合には、別

に単独で申請を行うことはできません。また、この場合、その他複数の共

同企業体の構成団体となることもできません。 

 

(3) 欠格条項 

申請しようとする団体は、申請資格に関する申立書を提出してください。

（施行規則第４条第２項に規定する様式第２号） 

欠格条項は次のとおりとします。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項

（同項を準用する場合を含む。）の規定により本町における一般競争入札

等の参加を制限されている者 

エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受け

たことがある者 

オ 本町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨

げた者 

または公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

カ 国税及び地方税を滞納している者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

７号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う 
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団体。また、役員に同法第２条第６号に規定する暴力団員がいる団体。 

 

３ 指定の申請（指定手続条例第３条及び施行規則第４条関係） 

(1) 指定の申請（指定手続条例第３条） 

指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を

添えて、申請期間内に町長等に提出してください。なお、指定手続条例第

３条に規定する指定申請は、施行規則第４条第１項に規定する様式第１号

により行うものとします。 

ア 申請資格を有していることを証する書類 

イ 管理を行う公の施設の事業計画書 

ウ 管理に係る収支計画書 

エ 当該団体の経営状況を説明する書類 

オ その他町長等が別に定める書類 

 

(2) 申請資格を有していることを証する書類（指定手続条例第３条第１号及

び施行規則第４条第２項） 

指定手続条例第３条第１号に規定する申請資格を有していることを証す

る書類は、申請資格に関する申立書（施行規則第４条第２号に規定する様

式第２号）のほか、次に掲げるとおりとします。 

ア 法人にあっては、定款または寄附行為の写し及び登記簿謄本 

イ 非法人にあっては、代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿 

 ウ 納税証明書・・・（写しでも可） 

・国税 

   法 人…法人税、消費税・地方消費税  

   非法人…代表者の所得税、消費税・地方消費税 

 ・県税 

   法 人…法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税 

   非法人…代表者の個人事業税、不動産取得税、自動車税 

 ・町税 

   法 人…町県民税・特別徴収、固定資産税、軽自動車税、法人町民税 

   非法人…代表者の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 

※証明内容は滞納がないことを証する証明書 

    ※証明書申請の際には、窓口担当者へ指定管理者指定申請に使用する  

旨をお申し出下さい。 

 

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書（指定手続条例第３条第２号及び施行

規則第４条第３項） 

条例第３条第２号に規定する事業計画書は、施行規則第４条第３項に規

定する様式第３号により行うものとします。 

なお、指定期間内の各年度分の事業計画書を作成すること。 
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(4) 管理に係る収支計画書（指定手続条例第３条第３号及び施行規則第４条

第４項） 

指定手続条例第３条第３号に規定する収支計画書は、施行規則第４条第

４項に規定する様式第４号により行うものとします。 

なお、指定期間内の各年度分及び合計の収支計画書を作成すること。 

 

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類（指定手続条例第３条第４号及び施

行規則第４条第５項） 

条例第３条第４号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げると

おりとします。 

ア 当該団体の過去３年度分の収支（損益）計算書、貸借対照表及び財産

目録またはこれらに相当する書類（税務申告内容と相違ないもの） 

イ 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書またはこれら

に相当する書類 

 

(6) その他町長等が別に定める書類（指定手続条例第３条第５号） 

指定手続条例第３条第５号のその他町長が別に定める書類は、次のとお

りとします。 

ア 団体の活動内容等を記載した書類 

団体の定款または寄附行為、事業報告書、役員名簿及び組織に関する

事項について記載した書類など。 

なお、これらの書類は、申請資格を有していることを証する書類とし

て利用することも可能です。 

イ レストラン、物産販売等に係る町内仕入れ予定額を記載した書類 

    実績のある団体の場合には、当該予定額のほか実績仕入額を併せて記

載することとします。 

ウ 町内雇用予定人数を記載した書類 

    実績のある団体の場合には、当該予定人数のほか実績雇用人数を併せ

て記載することとします。 

 

４ 選定基準 

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであるこ

と。（指定手続条例第４条第１号） 

地方自治法第２４４条第３項の規定から導き出される基準です。なお、

「平等な利用の確保」とは、個々具体的に判断するほかありませんが、一

般的には、公の施設の利用に当たり、信条、性別、社会的身分、年齢等に

より、合理的な理由なく利用を制限しあるいは利用料を減免する等は、平

等な利用の確保の侵害に該当します。 

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること（指定手続条例第４

条第２号）。 

具体的には、管理業務の計画書の内容が、施設の設置目的の達成により
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有効なものであるか、施設の性質・業務の内容に合致したものであるか等

について判断します。 

 

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られる

ものであること（指定手続条例第４条第３号）。 

選定に当たっては、指定管理者に対して本町が支払うべき管理費用の基

準となる額（以下「基準管理費用」という。）をあらかじめ定めておき、基

準管理費用を超える額の支出が必要となる団体は不選定とします。 

 

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力

を有しており、または確保できる見込みがあること（指定手続条例第４条

第４号）。 

理想的な内容の提案をした団体であっても、指定期間中に安定した施設

の管理を行うことのできる物的・人的な規模・能力を有しないと認められ

る団体を指定管理者に指定しませんが、申請の時に十分な規模等を有して

いない団体であっても、本町から管理費用等を収受できるなどその後に十

分な規模等を得ることが確実と認められる団体は、この選定基準を満たし

ているものとします。 

なお、当該規模等の認定に当たっては、団体の経営状況を説明する書類、

団体の活動内容等を記載した書類等に基づき、申請者の経営状況、申請者

が過去に行った事業または現在行っている事業の内容、代表者または他の

構成員の経歴・資格、代行させる管理業務の具体的内容または難易度など

から客観的に判断します。 

 

(5) その他町長等が別に定める事項（指定手続条例第４条第５号） 

 ア レストラン、物産販売等に係る町内仕入れ予定額 

 イ 町内雇用予定人数 

  ウ 事務所の所在地に関する事項 

  エ その他施設の性質・目的に応じ施設の管理を行うに当たって不可欠の

事項 

 

５ 管理の基準 

(1) 施設の管理に関する基本方針について 

施設の管理に関する基本方針については、別紙１周防大島町ながうらス

ポーツ滞在型施設等指定管理者業務仕様書（以下「仕様書」という。）のと

おりとします。 

 

 

(2) 周防大島町個人情報保護法施行条例の適用について 

指定管理者には、周防大島町個人情報保護法施行条例（令和４年条例第

１２号）の規定により、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の
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取扱いに関しては、周防大島町と同等の責務（収集の制限、利用及び提供

の制限、電子計算機処理の制限、電子計算機結合の制限等）が課せられる

ほか、後日、周防大島町と締結する協定において、周防大島町から利用者

に関する個人情報の開示の要求等があった場合には、これに応じなければ

ならない義務が課せられます。 

 

(3) 情報公開および文書等の取り扱いについて 

指定管理者から提出された文書等については、周防大島町情報公開条例

（平成１６年条例第１１号）の規定により、周防大島町への情報公開請求

があった場合には、原則公開することとなります。 

指定管理者には、後日、周防大島町と締結する協定において、周防大島

町から管理業務に関する文書等の提出要求があった場合には、これに応じ

なければならない義務が課せられます。 

 

(4) 周防大島町行政手続条例の適用について 

指定管理者は周防大島町行政手続条例（平成１６年条例第１２号）第２ 

条第４号の「行政庁」に該当するため、利用許可等は同条例の定めに従っ

て行うこととなります。 

 

(5) その他 

ア 管理業務を行うに当たっては、関係法令、条例、規則等の規定を遵守

してください。 

イ 指定管理者は、施設の管理運営に関する業務の全部を第三者に再委託

し、または請け負わせてはなりません。ただし、清掃、警備等の管理運

営業務の目的を損なわない個々の具体的業務の委託についてはこの限り

ではありません。 

なお、第三者に再委託を行う場合は、軽微なものを除き、周防大島町

の承認が必要となります。 

ウ 管理業務を行うに当たり、再委託、物品の調達等を行う場合は、周防

大島町内の企業等の積極的な活用に努めてください。 

エ 管理業務を行うに当たり、職員の雇用、再委託、物品の調達等を行う

場合は、障害者の雇用など福祉施策への取組みに努めてください。 

オ 令和６年４月１日以前において、既に利用の申込があった利用や実施

が決定している事業については、令和５年度における指定管理者から引

継いでください。 

 

６ 業務及び業務の基準 

指定管理者の行う業務及び業務の基準は、周防大島町ながうらスポーツ滞

在型施設等の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第２３号。以下「条

例」という。）に定めるとおりとし、詳細については、仕様書のとおりとしま

す。 
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また指定管理者の業務の基準については、仕様書別表２スポーツ施設別維

持管理業務基準書のとおりとし、町と指定管理者の業務分担については、仕様

書別表５町と指定管理者の業務分担表のとおりとします。 

 

７ 利用料金に関する事項 

(1) 利用料金制度 

   スポーツ施設においては、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利

用料金制度を採用するため、指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自

らの収入とすることができます。 

利用料金は、周防大島町が条例で定める額を上限として、指定管理者が

周防大島町長の承認を得て定めることができます。 

 

(2) 減免・還付 

指定管理者は、条例に基づき利用料金を減額し、若しくは免除し、また

は還付することができます。 

減免基準については、仕様書別表１ながうらスポーツ滞在型施設等にお

ける利用料金減免基準のとおりとします。 

 

(3) 前受金の引継ぎについて 

指定期間の満了日後の利用に係る利用料金を事前に収受する場合は、そ

の利用料金に相当する金額を新たな指定管理者または周防大島町に引き継

ぐこととします。 

   ただし、すでに発行済みの回数券及び会員券の取り扱いについては、町

と指定管理者で協議するものとします。 

 

８ 管理運営に要する経費 

(1) 管理経費について 

施設の管理運営に関する一切の費用（指定管理者の交代に伴う引継ぎ、

研修等の実施を含む。）は、利用料金その他の収入及び周防大島町が支払う

指定管理料をもって充てるものとします。 

周防大島町が支払う指定管理料の基準となる額は、指定期間２年間で総

額４２，４００千円以内とします。支払方法については、協議により協定

で定めます。 

原油価格の急激な変動により、指定期間内の事業年度ごとの燃料平均価

格（経済産業省資源エネルギー庁が公表する灯油配達現金価格。以下「平

均価格」という。）が令和元年度の平均価格と比較し、３０パーセント以上

増額又は減額した場合については、指定管理者と協議の上、次年度の指定

管理料を変更できるものとします。（最終年度を除く。） 

 

(2) 修繕・改修等 

ア 管理施設の大規模な改修、改造、増築等に係る費用については、町の
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負担とし、日常管理業務で発生する修繕等に係る費用については、指定

管理者の負担とします。 

イ 管理施設の修繕等については、原則として、事業年度ごとの修繕費の

総額が１１０万円（消費税及び地方消費税含む。）に達するまでは、指定

管理者の費用と責任において実施する（町が認めるものに限る。）ものと

し、それ以上に発生した当該年度内の修繕等は、町の費用と責任におい

て実施するものとします。なお、初年度の修繕費の総額が１１０万円に

満たなかった場合、その残額は翌年度に繰越すものとし、翌年度の指定

管理者の修繕費負担額は、当該年度負担額に繰越額を加えたものとしま

す。また、翌年度の修繕費の総額が指定管理者の修繕費負担額に満たな

かった場合についても、同様に取扱うこととします。 

ウ 修繕等により生じた更新施設等は、すべて町に帰属するものとします。 

 

(3) 備品 

ア 周防大島町が備え付ける備品は、仕様書別表３ながうらスポーツ滞在

型施設等備品一覧表（以下「備品一覧」といいます。）で定めるとおりと

し、指定管理者に無償で貸与します。また、経年劣化等による備品の更

新に係る費用は周防大島町が負担し、指定管理者の責任により滅失し、

または毀損した備品の補充については、指定管理者が負担することとし

ます。 

なお、この場合において、指定管理者が補充した当該備品は、周防大

島町に帰属するものとします。 

イ 備品一覧に記載されている備品以外の物品で指定管理者が必要とする

ものは、指定管理者の負担で調達していただきます。 

なお、この場合において調達した物品については、指定管理者に帰属

するものとします。 

 

(4) 事故・火災等 

ア 施設そのものの欠陥や地震等の天災により事故・火災等が発生した場

合は、当該事故等の処理に要する費用については、周防大島町の負担と

します。 

イ 指定管理者の故意または過失により、町または第三者に損害を与えた

場合は、その損害を賠償しなければなりません。 

  この場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ、町が損害を賠

償したときは、町は、指定管理者に対して請求権を有します。 

ウ 原則として、指定管理者に帰責性がある場合の第三者への賠償に備え

るため、指定管理者において、損害賠償責任保険に加入していただきま

す。 

  ただし、町では施設での事故等にそなえ、次の保険に加入しており、

指定管理者が当該保険の補償内容で十分と判断した場合においては、加

入の必要はありません。 
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[町が加入する保険の補償内容] 

 全国町村会総合賠償補償保険制度 

  支払限度額 身体賠償 １名につき      ２億円 

             １事故につき    ２０億円 

        財物賠償 １事故につき     １億円 

 ※指定管理者の賠償すべき額が当該保険の支払限度額を超える場合は、

指定管理者の自己負担となります。また、支払限度額の範囲内であっ

ても、事案により、指定管理者に自己負担が生じる場合もあります。 

 

 (5) 自主事業について 

指定管理者は、自らの提案により、自主事業を実施することができます。

この場合、収支計算書にその事業に係る収入及び支出を計上することによ

り、周防大島町が支払う管理費用の縮減に充てることができます。 

 

 (6) リース物件にかかる経費について 

指定管理者は仕様書別表４ながうらスポーツ滞在型施設等リース物件一

覧表に掲げるリース物件について、指定期間内において契約期間満了まで

債務を引き受けるものとします。 

 

(7) 行政財産の目的外利用について 

指定管理者が自らの提案に基づいた新たな自主事業を行うに当たっては、

周防大島町財務規則（平成１６年規則第４７号）に定められている行政財

産の目的外利用料の支払いが必要となります。 

 

(8) 税について 

指定管理者は、法人町民税、事業所税、指定管理者が設置した償却資産

に係る固定資産税等の納税義務者となる場合があります。詳しくは、会社

等の法人に係る町民税及び償却資産に係る固定資産税については周防大島

町税務課にお問い合わせください。 

なお、国税については税務署に、県税については県税事務所にお問合せ

ください。 

 

(9) その他の事項については、別に締結する協定に定めるところによります。 

 

※ リスクの分担について 

事情の変更に伴う新たな経費の負担については、別紙３周防大島町と指

定管理者のリスク分担表のとおりとします。 

 

９ 指定期間 

令和６年４月１日から令和８年３月３１日までとします。 

※ 指定期間については、今後、町内温浴施設の統廃合を含めた見直しの
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検討を予定しているため２年間とします。 

 

10 申込方法・スケジュール 

(1) 募集要項の配布 

ア 配布期間：令和５年８月１０日（木）から令和５年９月１５日（金）

まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

  配布時間：９時００分から１６時００分まで 

なお、募集要項は、町のホームページにも掲載しております。 

（http://www.town.suo-oshima.lg.jp/） 

  イ 配布場所：周防大島町大字久賀５１３４番地「周防大島町商工観光課」 

 

(2) 事前説明会 

ア 日時：令和５年８月１７日（木） １０時００分から 

イ 場所：周防大島町久賀庁舎３階 第３会議室 

※ 参加人数は、各団体で２名以内とします。参加希望者は、事前に電話

等により、商工観光課まで連絡してください。 

 

 (3) 質問の受付及び回答 

ア 受付期間：令和５年８月１８日（金）から令和５年８月２２日（火） 

１６時００分まで 

質問書（様式任意）に要旨を簡潔にまとめ、持参、郵送、電子メール

またはＦＡＸにより、商工観光課まで送付してください。 

イ 回答 

令和５年８月３０日（水）までに、電子メールまたはＦＡＸにより回

答します。 

なお、質問に対する回答は、本募集要項を補足するものとします。 

 

(4) 申込み 

ア 申込期間：令和５年８月１８日（金）から令和５年９月１５日（金）

まで 

    募集時間：９時００分から１６時００分まで（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。） 

申込書類は、必ず持参により商工観光課に提出してください。郵送に

よる受付はいたしません。 

イ 提出部数：１０部 

 

(5) お問い合わせ・申込書類の提出先 

〒７４２－２３０１ 周防大島町大字久賀５１３４番地 

周防大島町 産業建設環境部 商工観光課  担当：堀脇・柳 

TEL 0820-79-1003  FAX 0820-79-1021 

電子メールアドレス：syokokanko@town.suo-oshima.lg.jp 

http://www.town.suo-oshima.lg.jp/
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11 指定管理者候補者の選定及び指定 

(1) 選定方法 

町が設置する指定管理者選定委員会において、申込資格を有する申込者

が、選定基準に照らして適当と認められた場合、指定管理者候補者として

選定します。選定に当たり、令和５年１０月中に選定委員会による面接等

を予定しています。 

なお、審査の結果、候補者なしとする場合もあります。 

 

(2) 選定結果のお知らせ 

選定の結果については、令和５年１２月中旬までに申込者に文書で通知

します。また、令和６年１月下旬までに町のホームページに選定結果の概

要を掲載し、公表します。 

なお、選定結果については、行政不服審査法に基づく異議申立てまたは

行政事件訴訟法に基づく訴えの提起をすることができません。 

(3) 指定管理者の指定 

指定管理者候補者として選定された団体は、令和５年１２月に招集予定

の令和５年１２月定例町議会における議決を経て指定管理者として指定さ

れる予定です。ただし、議決を経るまでの間に、指定管理者候補者を指定

管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、

指定管理者候補者としての資格を取り消すことがあります。 

また、指定管理者の指定を受けられないことにおいて生じる一切の損害

の賠償等に関する請求はできないものとします。 

 

(4) 指定の取消し等 

周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１１

条の規定により、次に該当する場合は指定管理者の指定を取り消し、また

は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがありま

す。なお、この場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償

の責めを負いません。 

  ア 本施設の管理の適正を期するために町が指定管理者に対して行う指示

に従わないとき 

  イ その他指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することが

適当でないと認めるとき 

その他、指定の取消し及び管理業務の停止に伴う指定管理料の返還や違 

約金に関する事項等については、協定により定めます。 

 

12 協定の締結 

(1) 協定の締結 

指定管理者の指定を行う際には、管理に関する細目的事項、周防大島町

が支払うべき管理費用の額等を定めるため、周防大島町との間で協定を締
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結することになります。  

 

(2) 協定で定める事項 

ア 指定期間に関する事項 

イ 業務の範囲及び実施条件に関する事項 

ウ 業務の実施に関する基本的事項 

エ 備品等の扱い 

オ 事業計画に関する事項 

カ 利用料金に関する事項 

キ 減免の取り扱いに関する事項 

ク 事業報告及び業務報告に関する事項 

ケ 指定管理料に関する事項 

コ リスクの管理・責任分担に関する事項 

サ 損害賠償及び不可抗力時の費用負担等に関する事項 

シ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項 

ス 指定期間が満了した場合の業務の引継ぎ等に関する事項 

セ その他町長が必要と認める事項 

 

13 留意事項 

  令和６年度中に長浦スポーツ海浜スクエア総合グラウンドの人工芝全面張

り替え工事を予定していますが、施工期間中の一部期間（２ヶ月から３ヶ月

程度）において総合グラウンドの使用ができなくなるため、総合グラウンド

の利用を目的とする合宿などの受け入れに影響を及ぼす可能性があることに

留意してください。 

なお、本工事施工に伴い総合グラウンドが使用できないことにより営業損

失が生じた場合も町は補償しません。 

 

14 参考資料 

(1) 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等指定管理者業務仕様書 

（別紙１） 

(2) 施設平面図等（別紙２） 

(3) 周防大島町と指定管理者のリスク分担表（別紙３） 

(4) 過去３年間の収支内訳等（別紙４） 

(5) 審査票（別紙５） 

 

15 町例規一覧 

(1) 周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成  

１７年条例第２０号）（資料１） 

(2) 周防大島町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行

規則（平成１７年規則第１７号）（資料２） 

(3) 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例
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（平成１７年条例第２３号）（資料３） 

(4) 周防大島町ながうらスポーツ滞在型施設等の設置及び管理に関する条例

施行規則（平成１８年規則第５号）（資料４） 

(5) 周防大島町個人情報保護法施行条例（令和４年条例第１２号）（資料５） 

(6) 周防大島町情報公開条例（平成１６年条例第１１号）（資料６） 

(7) 周防大島町行政手続条例（平成１６年条例第１２号）（資料７） 

16 その他 

(1) 申込みの撤回・申込書類の修正はできません（軽微な修正を除く。）。 

(2) 申込書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

(3) 申込者が本件の応募に関し、本件選定手続の関係職員に対して個人的に

接触することを禁じます。接触の事実が認められた場合は、失格とする場

合があります。 

(4) 周防大島町が指定管理者の選定に当たり必要と認めるときは、追加書類

の提出を求める場合があります。 

(5) 申込書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。 

(6) 申込書類の著作権は申込者に帰属しますが、周防大島町が指定管理者の

選定の公表等に必要な場合には、周防大島町は申込書類の著作権を無償で

利用できることとします。 

(7) 申込書類は、周防大島町情報公開条例に定めるところにより、公開され

る場合があります。 

(8) 申込後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。 

(9) 申込みに係る経費は、すべて申込者の負担とします。 


